
（令和７年農林水産省告示第 1416 号） 
 

卸売市場に関する基本方針 
 
 

第１ 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項 
１ 卸売市場の位置付け（法第１条、第２条、第４条及び第 13 条関係） 

 中央卸売市場及び地方卸売市場（以下単に「卸売市場」という。）が有
する集荷及び分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要であり、卸売
業者の集荷機能、仲卸業者の目利き機能等が果たされることにより、食品
等の流通の核として国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役割を果たす
ことが期待される。 
 他方、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応のためには、
卸売市場を含めて新たな需要の開拓や付加価値の向上を実現することが求
められる。 
 流通が多様化する中で、卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場と
して、特定の取引参加者を優遇する差別的取扱いの禁止のほか、取引条件
や取引結果の公表等公正かつ透明を旨とする共通の取引ルールを遵守し、
公正かつ安定的に業務運営を行うことにより、高い公共性を果たしていく
ことが期待される。 
 また、地方公共団体を始めとする開設者は、地域住民からの生鮮食料品
等の安定供給に対するニーズへの対応、食品等持続的供給法に係る公表等
により高い公共性を果たす必要がある。 

 
２ 卸売市場におけるその他の取引ルールの設定（法第４条第５項第６号及

び第 13 条第５項第６号関係） 
 開設者は、法に基づき、取引参加者の意見を十分に聴いた上で、その他
の取引ルールとして、次のような行為について遵守事項を定めることがで
きる。 
ア 商物分離 

 卸売市場外にある生鮮食料品等の卸売業者による卸売 
イ 第三者販売 

 仲卸業者及び売買参加者（開設者から事実行為として承認等を受けて
卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。）以外の者への卸売業
者による卸売 

ウ 直荷引き 
 仲卸業者による卸売業者以外の者からの買受け 

エ 自己買受け 
卸売業者による卸売の相手方としての買受け 

オ 地方卸売市場における受託拒否の禁止 
 地方卸売市場において出荷者から販売の委託があった場合の卸売業者
による受託拒否の禁止 
 

 開設者は、その他の取引ルールを定める場合には、卸売業者及び仲卸業
者だけでなく出荷者や売買参加者を始めとする取引参加者の意見を偏りな
く十分に聴き、議事録等を公表する等により今後の事業展開に関する新し
いアイデア等を共有するほか、卸売市場の施設を有効に活用する新規の取
引参加者の参入を促す等、取扱品目ごとの実情に応じて卸売市場の活性化
を図る観点から、ルール設定を行う。 

 



 
 
３ 卸売市場における指導監督 

⑴ 開設者による指導監督（法第４条第５項第３号ハ及び第７号並びに第
13 条第５項第３号ハ及び第７号関係） 
 開設者は、取引参加者が遵守事項に違反した場合には、指導及び助言、
是正の求め等の措置を講ずるとともに、卸売業者の事業報告書等を通じ
て卸売業者の財務の状況を定期的に確認する。 
 また、開設者は、卸売市場の業務を適正に運営するため、指導監督に
必要な人員の確保等を行う。 

 
⑵ 国及び都道府県による指導監督（法第９条から第 12 条まで（第 14 条

において準用する場合を含む）関係） 
 農林水産大臣及び都道府県知事は、毎年、開設者から卸売市場の運営
の状況に関する報告を受けるとともに、卸売業者等の業務の状況を把握
する。 
 また、農林水産大臣及び都道府県知事は、必要に応じ、開設者に対し
て報告徴収及び立入検査を行い、指導及び助言や措置命令の措置を講ず
るほか、重大な法令違反等があった場合にはその認定を取り消すことに
より、卸売市場における公正な取引を確保する。 

 
第２ 卸売市場の施設に関する基本的な事項 

１ 卸売市場の施設整備の在り方（法第４条第５項第８号、第 13 条第５項第
８号及び第 16 条関係） 
卸売市場は、都市計画との整合等を図りつつ取扱品目の特性、需要量等

を踏まえ、売場施設、駐車施設、冷蔵・冷凍保管施設、輸送・搬送施設、
加工処理施設、情報処理施設等、円滑な取引に必要な規模及び機能を確保
する。 
 また、開設者の指定を受けて卸売業者、仲卸業者等が保有する卸売市場
外の施設を一時的な保管施設として活用し、卸売市場の施設の機能を有効
に補完する。 
 その上で、各卸売市場ごとの取引実態に応じて、次のような創意工夫を
いかした事業展開が期待される。 

 
⑴ 流通の効率化 

 トラックの荷台と卸売場の荷受口との段差がなく円滑に搬出入を行う
ことができるトラックバースや、産地から無選別のまま搬入した上で一
括して選果等を行う選別施設の整備、卸売市場内の物流動線を考慮した
施設の配置等、卸売市場における流通の効率化に取り組む。 
 また、複数の卸売市場間のネットワークを構築し、一旦拠点となる卸
売市場に集約して輸送した後に他の卸売市場へと転送するハブ・アンド
・スポーク等、他の卸売市場と連携した流通の効率化に取り組む。 

 
⑵ 品質管理及び衛生管理の高度化 

 トラックの荷台と低温卸売場の荷受口との隙間を埋めて密閉するドッ

グシェルターや、低温卸売場、冷蔵保管施設、低温物流センターの整備

等によるコールドチェーンの確保に取り組む。 
 また、輸出先国の HACCP 基準を満たす閉鎖型施設や、品質管理認証の

取得に必要な衛生設備等、高度な衛生管理に資する施設の整備に取り組

む。 
 
 



 
 

⑶ 情報通信技術その他の技術の利用 
 IoT を始めとする情報通信技術の導入により、低温卸売場の温度管理

状況、保管施設の在庫状況、物流センターの出荷・発注状況等を事務所

にいながらリアルタイムで把握できるようにする等、情報通信技術等の

利用による効率的な商品管理等に取り組む。 
 

⑷ 国内外の需要への対応 
 加工食品の需要の増大に対応するための加工施設の整備、小口消費の

需要の増大に対応するための小分け施設やパッケージ施設の整備等、国

内の需要に的確に対応するための施設の整備に取り組む。 
 また、全国各地から多種多様な商品が集まる特性をいかし、加工や包

装、保管、輸出手続等を一貫して行う輸出拠点施設の整備等、海外の需

要に的確に対応するための施設の整備に取り組む。 
 

⑸ 関連施設との有機的な連携 
 主として生鮮食料品等の卸売を行う卸売市場の役割を基本としつつ、

関係者間の調整を行った上で、卸売市場外で取引される食品等を含めて

効率的に輸送する、既に市場まつり等の取組もなされているが、卸売市

場の役割に支障を及ぼさない範囲で施設を有効に活用する、卸売市場か

ら原材料を供給して加工食品を製造する等、卸売市場の機能を一層有効

に発揮できるよう、卸売市場の内外において関連施設の整備に取り組む。 
 

２ 国による支援（法第 16 条関係） 
 卸売市場の施設の整備には、予算措置により国が助成し、特に中央卸売

市場の開設者が流通合理化事業活動計画に従って施設の整備を行う場合に

は、法に基づき、予算の範囲内において、その費用の 10 分の４以内を補助

することができる。 
 
第３ その他卸売市場に関する重要事項 

１ 災害時等の対応 
 開設者、卸売業者及び仲卸業者は、災害等の緊急事態であっても継続的
に生鮮食料品等を供給できるよう、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等に努
めるとともに、開設者は、社会インフラとして迅速に生鮮食料品等を供給
できるよう、地方公共団体と食料供給に関する連携協定の締結等に努める。 

    
２ 食文化の維持及び発信  

開設者、卸売業者及び仲卸業者は、多種多様な野菜及び果物、魚介類、
肉類等の食材の供給や、小中学生や消費者との交流等を通じて、食文化の
維持及び発展に努める。 

 
３ 人材育成及び働き方改革 

卸売業者及び仲卸業者は、人手不足の中で必要な人材を確保するため、
労働負担を軽減する設備の導入、休業日の確保、女性が働きやすい職場づ
くり等、卸売市場の労働環境の改善に努める。 


